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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディスプレイを備えた電子機器に応用される指紋認識装置であって、指紋収集領域の少
なくとも一部が前記ディスプレイの表示領域内に位置するようにディスプレイの下方に設
置される光学指紋センサモジュールを備え、前記指紋収集領域は複数のサブ領域を備え、
前記光学指紋センサモジュールは一体に接合される複数のセンサダイを備え、前記複数の
センサダイの検出領域がそれぞれ前記指紋収集領域の複数の前記サブ領域に対応し、各セ
ンサダイは対応するサブ領域の上方からの光信号を検出し、各センサダイは複数の光検出
ユニットを備え、
　前記光信号をそれぞれ対応するセンサダイの光検出アレイにガイドする少なくとも１つ
の光路変調器をさらに備えることを特徴とする指紋認識装置。
【請求項２】
　被験指が前記複数のサブ領域のうち一部のサブ領域の上方に位置する時、前記一部のサ
ブ領域に対応するセンサダイが動作状態にあることを特徴とする請求項１に記載の指紋認
識装置。
【請求項３】
　被験指が前記複数のサブ領域のうち一部のサブ領域の上方に位置する時、前記複数のセ
ンサダイがいずれも動作状態にあることを特徴とする請求項１に記載の指紋認識装置。
【請求項４】
　前記複数のサブ領域が前記ディスプレイの両側に分布し、又は前記複数のサブ領域が前
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記ディスプレイの同一側に分布し、又は前記複数のサブ領域が前記ディスプレイの中間領
域に分布することを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の指紋認識装置。
【請求項５】
　前記複数のサブ領域のサイズは同じであり、又は前記複数のサブ領域のサイズはすべて
同じではないことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の指紋認識装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの光路変調器は複数であって、複数の前記光路変調器は、それぞれ
前記複数のセンサダイに対応することを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の
指紋認識装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの光路変調器は、少なくとも１つの共通光路変調器をさらに備え、
各共通光路変調器は前記複数のセンサダイのうちの少なくとも２つのセンサダイに対応す
ることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の指紋認識装置。
【請求項８】
　前記光路変調器は、光路コリメータ、集束レンズ及びマイクロレンズアレイのうちの少
なくとも１種を備えることを特徴とする請求項６又は７に記載の指紋認識装置。
【請求項９】
　前記光路変調器は対応するセンサダイと一体にパッケージされ、又は、
前記光路変調器は前記光学指紋センサモジュールとは独立した部材として前記指紋認識装
置の内部に取り付けられることを特徴とする請求項６～８のいずれか一項に記載の指紋認
識装置。
【請求項１０】
　それぞれ前記複数のセンサダイに対応する複数のフィルタリングユニットをさらに備え
、各フィルタリングユニットは対応するセンサダイに伝送される光信号の波長を選択する
ことを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の指紋認識装置。
【請求項１１】
　少なくとも１つの共通フィルタリングユニットをさらに備え、各共通フィルタリングユ
ニットは少なくとも１つのセンサダイに対応し、対応するセンサダイに伝送される光信号
の波長を選択することを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の指紋認識装置。
【請求項１２】
　前記フィルタリングユニットによって選択される光信号の波長は可視光波長又は近赤外
光波長を含むことを特徴とする請求項１０又は１１に記載の指紋認識装置。
【請求項１３】
　前記フィルタリングユニットは対応するセンサダイと一体にパッケージされ、又は、
　前記フィルタリングユニットは対応するセンサダイの上方の光路変調器と一体にパッケ
ージされ、又は、
　前記フィルタリングユニットは対応するセンサダイ及び光路変調器と一体にパッケージ
され、又は、
　前記フィルタリングユニットは前記光学指紋センサモジュール及び光路変調器とは独立
した部材として前記指紋認識装置の内部に取り付けられることを特徴とする請求項１０～
１２のいずれか一項に記載の指紋認識装置。
【請求項１４】
　それぞれ前記複数のセンサダイに対応する複数の制御ユニットをさらに備え、各制御ユ
ニットは、光信号検出を行うように対応するセンサダイの光検出アレイを制御することを
特徴とする請求項１～１３のいずれか一項に記載の指紋認識装置。
【請求項１５】
　光信号検出を行うように前記複数のセンサダイの光検出アレイを制御する共通制御ユニ
ットをさらに備えることを特徴とする請求項１～１４のいずれか一項に記載の指紋認識装
置。
【請求項１６】
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　制御ユニットを備えず、前記指紋認識装置を用いた機器の主制御ユニットは光信号検出
を行うように前記複数のセンサダイの光検出アレイを制御することを特徴とする請求項１
～１４のいずれか一項に記載の指紋認識装置。
【請求項１７】
　前記ディスプレイと前記光学指紋センサモジュールとの間に接続され、前記光学指紋セ
ンサモジュールをディスプレイ内の前記指紋収集領域の下方に固定する固定ユニットをさ
らに備えることを特徴とする請求項１～１６のいずれか一項に記載の指紋認識装置。
【請求項１８】
　固定ユニットをさらに備え、前記ディスプレイの下方にミドルフレームが接続され、前
記ミドルフレームの前記ディスプレイ内の前記指紋収集領域に対応する箇所に光漏れウィ
ンドウが設置され、前記固定ユニットは記ミドルフレームと前記光学指紋センサモジュー
ルとの間に接続され、前記光学指紋センサモジュールを前記ミドルフレームの前記光漏れ
ウィンドウの下方に固定することを特徴とする請求項１～１６のいずれか一項に記載の指
紋認識装置。
【請求項１９】
　ディスプレイと、
　請求項１～１８のいずれか一項に記載の指紋認識装置と、を備えることを特徴とする電
子機器。
【請求項２０】
　前記ディスプレイは液晶ディスプレイＬＣＤであることを特徴とする請求項１９に記載
の電子機器。
【請求項２１】
　前記ディスプレイは有機発光ダイオードＯＬＥＤディスプレイであり、前記ディスプレ
イの発光層は複数の有機発光ダイオード光源を備え、前記指紋認識装置は少なくとも一部
の有機発光ダイオード光源を指紋認識の励起光源とすることを特徴とする請求項１９に記
載の電子機器。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指紋認識の技術分野に関し、より具体的には、指紋認識装置及び電子機器に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話産業の急速発展に伴って、指紋認識技術はますます注目されており、アンダー
ディスプレイ指紋認識技術の実用化は望まれている。光学アンダーディスプレイ指紋認識
技術とは、光源の発する光が指に反射されて形成された反射光を指紋センサによって収集
し、反射光に指の指紋情報を持たせることによって、アンダーディスプレイ指紋認識を実
現することである。指紋認識時、ディスプレイには特定のガイドアイコンが指紋センサの
配置位置に対応して表示され、ユーザーは指を該ガイドアイコンの表示位置に置いて指紋
認識を行う必要があるため、ユーザーエクスペリエンスが悪い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本願の実施例は、指紋認識時のユーザーエクスペリエンスを向上させるとともに、指紋
認識のセキュリティを向上させることができる指紋認識装置及び電子機器を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　第１態様では、ディスプレイを備えた電子機器に応用され、指紋収集領域の少なくとも
一部が前記ディスプレイの表示領域内に位置するようにディスプレイの下方に設置される
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光学指紋センサモジュールを備え、前記光学指紋センサモジュールは複数のセンサダイを
備え、前記複数のセンサダイの検出領域がそれぞれ前記指紋収集領域の複数のサブ領域に
対応し、各センサダイは対応するサブ領域の上方からの光信号を検出する、指紋認識装置
を提供する。
【０００５】
　１つの可能な実施形態では、被験指が前記複数のサブ領域のうち一部のサブ領域の上方
に位置する時、前記一部のサブ領域に対応するセンサダイが動作状態にある。
【０００６】
　１つの可能な実施形態では、被験指が前記複数のサブ領域のうち一部のサブ領域の上方
に位置する時、前記複数のセンサダイがいずれも動作状態にある。
【０００７】
　１つの可能な実施形態では、前記複数のサブ領域がディスプレイの両側に分布し、又は
前記複数のサブ領域が前記ディスプレイの同一側に分布し、又は前記複数のサブ領域が前
記ディスプレイの中間領域に分布する。
【０００８】
　前記複数のサブ領域はディスプレイの離散的又は連続的な任意の位置に分布してもよく
、異なる電子機器の使用ニーズを満たすようにクライアントのニーズに応じてカスタマイ
ズしてもよい。
【０００９】
　１つの可能な実施形態では、前記複数のサブ領域のサイズは同じであり、又は前記複数
のサブ領域のサイズはすべて同じではない。
【００１０】
　１つの可能な実施形態では、前記指紋認識装置は、それぞれ前記複数のセンサダイに対
応する複数の光路変調器をさらに備え、各光路変調器は光信号を対応するセンサダイの光
検出アレイにガイドする。
【００１１】
　１つの可能な実施形態では、前記指紋認識装置は少なくとも１つの共通光路変調器をさ
らに備え、各共通光路変調器は少なくとも１つのセンサダイに対応し、光信号をそれぞれ
対応するセンサダイの光検出アレイにガイドする。
【００１２】
　１つの可能な実施形態では、前記光路変調器は、光路コリメータ、集束レンズ及びマイ
クロレンズアレイのうちの少なくとも１種を備える。
【００１３】
　１つの可能な実施形態では、前記光路変調器は対応するセンサダイと一体にパッケージ
され、又は、前記光路変調器は前記光学指紋センサモジュールとは独立した部材として前
記指紋認識装置の内部に取り付けられる。
【００１４】
　１つの可能な実施形態では、前記指紋認識装置は、それぞれ前記複数のセンサダイに対
応する複数のフィルタリングユニットをさらに備え、各フィルタリングユニットは対応す
るセンサダイに伝送される光信号の波長を選択する。
【００１５】
　１つの可能な実施形態では、前記指紋認識装置は少なくとも１つの共通フィルタリング
ユニットをさらに備え、各共通フィルタリングユニットは少なくとも１つのセンサダイに
対応し、対応するセンサダイに伝送される光信号の波長を選択する。
【００１６】
　１つの可能な実施形態では、前記フィルタリングユニットによって選択される光信号の
波長は可視光波長又は近赤外光波長を含む。
【００１７】
　１つの可能な実施形態では、前記フィルタリングユニットは対応するセンサダイと一体
にパッケージされ（たとえば、コーティングの方式によってセンサダイと一体にパッケー
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ジされ）、又は、前記フィルタリングユニットは対応するセンサダイの上方の光路変調器
と一体にパッケージされ、又は、前記フィルタリングユニットは対応するセンサダイ及び
光路変調器と一体にパッケージされ、又は、前記フィルタリングユニットは前記光学指紋
センサモジュール及び光路変調器とは独立した部材として前記指紋認識装置の内部に取り
付けられる。
【００１８】
　１つの可能な実施形態では、前記指紋認識装置は、それぞれ前記複数のセンサダイに対
応する複数の制御ユニットをさらに備え、各制御ユニットは光信号検出を行うように対応
するセンサダイの光検出アレイを制御する。
【００１９】
　該制御ユニットはさらに、該指紋認識装置を用いた装置の主制御ユニットからのコマン
ド及び伝送データに応答できる。
【００２０】
　１つの可能な実施形態では、前記指紋認識装置は、光信号検出を行うように前記複数の
センサダイの光検出アレイを制御する共通制御ユニットをさらに備える。
該共通制御ユニットはさらに、該指紋認識装置を用いた装置の主制御ユニットからのコマ
ンド及び伝送データに応答できる。
【００２１】
　１つの可能な実施形態では、前記指紋認識装置は制御ユニットを備えず、前記指紋認識
装置を用いた装置の主制御ユニットは光信号検出を行うように前記複数のセンサダイの光
検出アレイを制御する。
【００２２】
　１つの可能な実施形態では、前記指紋認識装置は、ディスプレイと前記光学指紋センサ
モジュールとの間に接続され、前記光学指紋センサモジュールをディスプレイ内の前記指
紋収集領域の下方に固定する固定ユニットをさらに備える。
【００２３】
　１つの可能な実施形態では、前記指紋認識装置は固定ユニットをさらに備え、ディスプ
レイの下方にミドルフレームが接続され、前記ミドルフレームの前記ディスプレイ内の前
記指紋収集領域に対応する箇所に光漏れウィンドウが設置され、前記固定ユニットは記ミ
ドルフレームと前記光学指紋センサモジュールとの間に接続され、前記光学指紋センサモ
ジュールを前記ミドルフレームの前記光漏れウィンドウの下方に固定する。
【００２４】
　第２態様では、ディスプレイ、及び第１態様又は第１態様の可能な実施形態のいずれか
に記載の指紋認識装置を備える、電子機器を提供する。
１つの可能な実施形態では、前記ディスプレイは液晶ディスプレイ（ＬＣＤディスプレイ
）である。
【００２５】
　１つの可能な実施形態では、前記ディスプレイは有機発光ダイオードＯＬＥＤディスプ
レイであり、前記ディスプレイの発光層は複数の有機発光ダイオード光源を備え、前記指
紋認識装置は少なくとも一部の有機発光ダイオード光源を指紋認識の励起光源とする。
【発明の効果】
【００２６】
　上記技術案によれば、該指紋認識装置の光学指紋センサモジュールが複数のセンサダイ
を備えることで、ディスプレイの指紋収集領域の面積を増加させ、ユーザーの被験指の大
きな移動範囲を許容し、指紋認識時のユーザーエクスペリエンスを向上させる。また、複
数のセンサダイが一体に接合される場合、指のより大きな面積の指紋情報を収集でき、又
はより多くの指の指紋情報を同時に収集でき、指紋パスワードの長さを増加することに相
当し、指紋認識のセキュリティを向上させる。また、ユーザーはより多くの有効指紋特徴
を提供できることで、さらに本人拒否率（Ｆａｌｓｅ　Ｒｅｊｅｃｔｉｏｎ　Ｒａｔｅ、
ＦＲＲ）と他人受入率（Ｆａｌｓｅ　Ａｃｃｅｐｔａｎｃｅ　Ｒａｔｅ、ＦＡＲ）を低減
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させ、指紋ロック解除の正確率を高め、更にユーザーエクスペリエンスを向上させる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本願を適用できる電子機器の平面模式図である。
【図２】図１に示される電子機器のＡ－Ａ’線矢視部分断面模式図である。
【図３】本願の一実施例に係る指紋認識装置の模式図である。
【図４】本願の別の実施例に係る指紋認識装置の構造模式図である。
【図５】本願の別の実施例に係る指紋認識装置の構造模式図である。
【図６】本願の実施例に係る指紋収集領域の模式図である。
【図７】本願の別の実施例に係る指紋収集領域の模式図である。
【図８】図８（ａ）及び図８（ｂ）は本願の別の実施例に係る指紋収集領域の模式図であ
る。
【図９】本願の一実施例に係る光路変調器の模式図である。
【図１０】本願の別の実施例に係る光路変調器の模式図である。
【図１１】本願の別の実施例に係る光路変調器の模式図である。
【図１２】本願の別の実施例に係る各センサダイが１つの光路変調器を単独に使用すると
きの模式図である。
【図１３】本願の別の実施例に係る複数のセンサダイが１つの光路変調器を共有するとき
の模式図である。
【図１４】本願の一実施例に係る各光検出アレイが１つの制御ユニットに対応するときの
模式図である。
【図１５】本願の別の実施例に係る複数の光検出アレイが１つの制御ユニットに対応する
ときの模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、図面を参照して本願の実施例の技術案を説明する。
【００２９】
　電子機器がフルスクリーンの時代に突入するに伴って、電子機器の前面の指紋収集領域
がフルスクリーンに絞られているため、アンダーディスプレイ（Ｕｎｄｅｒ－ｄｉｓｐｌ
ａｙ又はＵｎｄｅｒ－ｓｃｒｅｅｎ）指紋認識技術はますます注目される。アンダーディ
スプレイ指紋認識技術とは、指紋認識モジュールをディスプレイの下方に取り付けること
で、ディスプレイの表示領域内での指紋認識操作を実現することであり、電子機器の前面
の表示領域以外の領域に指紋収集領域を設置せずに済む。
【００３０】
　光学アンダーディスプレイ指紋認識技術は、装置表示ユニットの頂面から戻った光を用
いて、指紋検出及びほかの検出操作を行う。該戻った光は該頂面に接触する物体（たとえ
ば、指）の情報を含み、該戻った光を収集して検出することで、ディスプレイの下方に位
置する特定の光学センサモジュールを実現する。光学センサモジュールは、戻った光を収
集して検出するための光学素子を適切に配置することで、所望する光学イメージングを実
現するように設計されてもよい。
【００３１】
　なお、本願の実施例の技術案は各種の電子機器、たとえばスマートフォン、ノートパソ
コン、タブレットＰＣ、ゲーム装置等の携帯型又はモバイルコンピューティング装置、及
び電子データベース、自動車、銀行現金自動預払機（Ａｕｔｏｍａｔｅｄ　Ｔｅｌｌｅｒ
　Ｍａｃｈｉｎｅ、ＡＴＭ）などのほかの電子機器に適用でき、本願の実施例ではそれを
限定しない。
【００３２】
　図１及び図２は指紋認識装置を適用できる電子機器１００の模式図であり、図１は電子
機器１００の正面模式図、図２は図１に示される電子機器１００のＡ－Ａ’線矢視部分断
面構造模式図である。
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【００３３】
　図１及び図２に示すように、電子機器１００はディスプレイ１２０と指紋認識モジュー
ル１４０とを備え、前記ディスプレイ１２０は表示領域１０２を有し、前記指紋認識モジ
ュール１４０は前記ディスプレイ１２０の下方に設置される。
【００３４】
　前記ディスプレイ１２０は自発光型ディスプレイであってもよく、自発光性を有する表
示ユニットを表示画素とする。たとえば、ディスプレイ１２０は有機発光ダイオード（Ｏ
ｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ、ＯＬＥＤ）ディスプレイ又
はマイクロ発光ダイオード（Ｍｉｃｒｏ－ＬＥＤ）ディスプレイである。ほかの代替実施
例では、前記ディスプレイ１２０は液晶ディスプレイ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　
Ｄｉｓｐｌａｙ、ＬＣＤ）又はほかの受動発光型ディスプレイであり、本願の実施例では
それを限定しない。
【００３５】
　一方、前記ディスプレイ１２０は、たとえば、タッチディスプレイであり、画面表示を
行うだけでなく、ユーザーのタッチ又は押圧操作を検出でき、それによりユーザーにマン
マシンインタフェースを提供する。たとえば、一実施例では、前記電子機器１００はタッ
チセンサを備え、前記タッチセンサは、具体的には、タッチパネル（Ｔｏｕｃｈ　Ｐａｎ
ｅｌ、ＴＰ）であり、前記ディスプレイ１２０の表面に設置されてもよく、その一部又は
全体が前記ディスプレイ１２０の内部に集積されて、前記タッチディスプレイを形成して
もよい。
【００３６】
　前記指紋認識モジュール１４０は、具体的には、光学指紋認識モジュールであり、主に
ユーザーの指紋情報（たとえば、指紋画像情報）を収集する。本願の実施例では、前記指
紋認識モジュール１４０は少なくとも前記ディスプレイ１２０の下方の局所領域に設置さ
れ、それにより前記指紋認識モジュール１４０の指紋収集領域（又は検出領域）１３０の
少なくとも一部を前記ディスプレイ１２０の表示領域１０２に位置させ、ここで、指紋収
集領域１３０の面積は指紋認識モジュール１４０の面積と異なってもよく、たとえば、レ
ンズイメージングの光路設計、反射式折畳み光路設計又はほかの光の収束又は反射等のよ
うな光路設計によって、前記指紋認識モジュール１４０の指紋収集領域１３０の面積を指
紋認識モジュール１４０の面積よりも大きくする。ほかの代替実施形態では、たとえば光
コリメーション方式によって光路ガイドを行う場合、前記指紋認識モジュール１４０の指
紋収集領域１３０は前記指紋認識モジュール１４０の面積と同じになるようにしてもよい
。
【００３７】
　一実施例として、前記指紋認識モジュール１４０は、具体的には、光検出アレイを有す
る複数の光学指紋センサ１４２（以下、センサダイとも呼称される）を備え、前記複数の
光学指紋センサ１４２は前記ディスプレイ１２０の下方に並列に設置される。各々の光検
出アレイ１４２はそれぞれ複数の光検出ユニットを備え、且つ前記光検出アレイの所在す
る領域はその所在する光学指紋センサの検出領域１０３に対応し、前記複数の光学指紋セ
ンサの検出領域はともに前記指紋認識モジュール１４０の指紋収集領域１３０を構成する
。つまり、前記指紋認識モジュール１４０の指紋収集領域１３０は複数のサブ領域を備え
、各サブ領域はそれぞれ１つの光学指紋センサ又は光検出アレイの検出領域に対応する。
図１に示すように、前記指紋収集領域１３０は前記ディスプレイ１２０の表示領域１０２
内に位置し、複数の光学指紋センサが並列に設置されるため、前記指紋認識モジュール１
４０の指紋収集領域１３０は前記表示領域１０２の下半部の主要領域に拡張でき、すなわ
ち指の通常押圧領域に拡張し、それによりブラインドタッチ式指紋入力操作を実現する。
ほかの代替実施例では、前記光学指紋センサの数が十分である場合、前記指紋収集領域１
３０はさらに表示領域の半分ひいては表示領域全域に拡張でき、それによりハーフスクリ
ーン又はフルスクリーン指紋検出を実現する。従って、ユーザーは前記電子機器１００に
ロック解除又はほかの指紋認証を行う必要がある際に、指で前記ディスプレイ１２０に位
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置する指紋収集領域１３０に押圧するだけで、指紋入力操作を実現できる。指紋収集及び
検出が前記ディスプレイ１２０の表示領域１０２の内部で実現できるため、上記構造を用
いた電子機器１００はその前面に指紋キー（たとえばＨｏｍｅキー）を設置するための専
用空間を残す必要がなく、したがってフルスクリーン技術案を採用できる。従って、前記
ディスプレイ１２０の表示領域１０２はほぼ前記電子機器１００の前面の全域に拡張でき
る。
【００３８】
　具体的な実施例では、前記指紋認識モジュール１４０の複数の光学指紋センサ１４２は
それぞれ独立にパッケージされたセンサダイであってもよく、複数のダイ（Ｄｉｅ）を作
製して同一ダイパッケージにパッケージしたものであってもよく、半導体プロセスによっ
て同一ダイ（Ｄｉｅ）の異なる領域に作製されたものであってもよい。一方、前記光学指
紋センサ１４２は上記光検出アレイを除き、前記検出アレイに電気的に接続される読み取
り回路及び／又はほかの補助回路をさらに備える。１つの可能な実施形態として、図２に
示すように、前記光学指紋センサ１４２の上方に光路変調器１４４がさらに設置される。
前記光路変調器１４４を例に、独立した光学部材として前記光学指紋センサ１４２の検出
アレイの上方に密着されてもよく、半導体プロセスによって前記光学指紋センサ１４２の
ダイの内部に集積されてもよく、それにより超薄型指紋認識モジュール１４０を実現する
。具体的には、前記光路変調器１４４は高アスペクト比を有するスルーホールアレイを用
いた光コリメータであり、主に下へ伝播する指紋検出光にコリメーション、変調及びイメ
ージング等を行って、指の表面から反射される反射光を前記検出アレイにガイドして光検
出して指紋画像情報を取得する。
【００３９】
　好ましくは、前記指紋認識モジュール１４０の複数の光学指紋センサ１４２に対応して
、前記光路変調器１４４は複数設けられ、各々の光路変調器１４４はそれぞれ１つの光学
指紋センサに対応し、それぞれ対応する光学指紋センサ１４２の上方に密着して設置され
る。又は、前記複数の光学指紋センサ１４２は１つの共通光路変調器１４４を共有し、す
なわち前記光路変調器１４４は前記複数の光学指紋センサ１４２の検出アレイを被覆する
のに十分な面積を有する。また、前記光路変調器１４４と前記光学指紋センサ１４２との
間又は前記ディスプレイ１２０と前記光路変調器１４４との間に、ほかの光学素子、たと
えば光学フィルター（Ｆｉｌｔｅｒ）又はほかの光学フィルムがさらに設置され、主に外
部干渉光による光学指紋検出への影響を防止する。前記光学フィルターは指を透過して前
記ディスプレイ１２０を経由して光学指紋センサ１４２に入った環境光を除去し、前記光
路変調器１４４と類似するように、前記光学フィルターは光学指紋センサ１４２ごとに設
置され、干渉光を除去し、又は１つの大面積光学フィルターで前記複数の光学指紋センサ
１４２を同時に被覆する。
【００４０】
　或いは、前記光路変調器１４４は光学レンズ（Ｌｅｎｓ）で代替し、前記光学レンズの
上方に遮光材料によって小孔を形成し、前記光学レンズと組み合わせて、指紋検出光を下
方の光学指紋センサ１４２に収束して指紋イメージングを実現する。同様に、各々の光学
指紋センサ１４２はそれぞれ１つの光学レンズを配置して指紋イメージングを行い、又は
、前記複数の光学指紋センサ１４２は１つの光学レンズで光収束と指紋イメージングを実
現する。ほかの代替実施例では、各々の光学指紋センサ１４２は２つの検出アレイ（Ｄｕ
ａｌ　Ａｒｒａｙ）又は複数の検出アレイ（Ｍｕｌｔｉ－Ａｒｒａｙ）を有し、且つ２つ
又は複数の光学レンズを同時に配置して前記２つの又は複数の検出アレイと組み合わせて
光学イメージングを行い、それによりイメージング距離を減少させイメージング効果を強
化する。
【００４１】
　本願の実施例は前記ディスプレイ１２０としてＯＬＥＤディスプレイを例に説明し、前
記ディスプレイ１２０の発光層はアレイ状に配列されたＯＬＥＤ表示ユニットアレイを有
し、前記指紋認識モジュール１４０は前記ＯＬＥＤディスプレイ１２０の前記指紋収集領
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域１３０に位置するＯＬＥＤ表示ユニット（すなわちＯＬＥＤ光源）を指紋検出認識の励
起光源とする。当然、ほかの代替実施形態では、該指紋認識モジュール１４０は内蔵光源
又は外付け光源を用いて、指紋検出認識用の光信号を提供してもよいと理解できる。この
場合、アンダーディスプレイ指紋認識装置はたとえばＯＬＥＤディスプレイ等の自発光型
ディスプレイに適用できるだけでなく、非自発光型ディスプレイ、たとえば液晶ディスプ
レイ又はほかの受動発光型ディスプレイにも適用できる。バックライトモジュールと液晶
パネルを備えた液晶ディスプレイに適用することを例に、液晶ディスプレイのアンダーデ
ィスプレイ指紋検出をサポートするために、光学指紋検出用の励起光源をさらに備え、前
記励起光源は、具体的には、赤外光源又は特定波長の非可視光の光源である。赤外光源を
例に、前記液晶ディスプレイのバックライトモジュールの下方に設置され、又は前記電子
機器１００の保護カバープレートの下方のエッジ領域に設置され、前記指紋認識モジュー
ル１４０が前記バックライトモジュールの下方に設置され、且つ前記バックライトモジュ
ールが拡散板、輝度向上板、反射板等のフィルムに穴開け又はほかの光学設計を行うこと
で、指紋検出光を液晶パネルとバックライトモジュールを透過させて前記指紋認識モジュ
ール１４０の光学指紋センサに到達させる。
【００４２】
　また、前記指紋認識モジュール１４０の光検出アレイは、具体的には、光検出器（Ｐｈ
ｏｔｏ　ｄｅｔｅｃｔｏｒ）アレイ（又は、光電検出器アレイと呼称される）であり、ア
レイ状に分布する複数の光検出器を備え、前記光検出器は上記光検出ユニットとし、指紋
画像のイメージング効果を向上させるように前記光検出器の上方にマイクロレンズがさら
に形成されてもよい。
【００４３】
　前記指紋収集領域１３０に指でタッチ、押圧又は接近（説明の便宜上、本願では、押圧
と総称される）する時、前記指紋収集領域１３０の表示ユニット又は追加された指紋検出
励起光源の発する光が指に反射されて反射光を形成し、前記反射光はユーザーの指の指紋
情報を含む。たとえば、前記光がユーザーの指の表面の指紋に反射された後、指の指紋の
山と谷の反射光が異なるため、射光はユーザーの指紋情報を含むようになる。前記反射光
は前記ディスプレイ１２０に戻ってその下方の指紋認識モジュール１４０の光検出器アレ
イに受光され、相応な電気信号、すなわち指紋検出信号に変換される。前記電子機器１０
０は前記指紋検出信号に基づき、ユーザーの指紋情報を取得し、更に指紋照合認証を行い
、それにより現在のユーザーの身元認証を完了して、前記電子機器１００に相応な操作を
行う権限の有無を確認する。
【００４４】
　なお、具体的な実施形態では、前記電子機器１００は保護カバープレート１１０をさら
に備え、前記カバープレート１１０は、具体的には透明カバープレート、たとえばガラス
カバープレート又はサファイアカバープレートであり、前記ディスプレイ１２０の上方に
位置し、前記電子機器１００の前面を被覆し、且つ前記保護カバープレート１１０の表面
に保護層がさらに設置される。従って、本願の実施例では、指で前記ディスプレイ１２０
を押圧するとは、実際、指で前記ディスプレイ１２０の上方のカバープレート１１０又は
前記カバープレート１１０を被覆する保護層の表面を押圧することである。
【００４５】
　一方、前記指紋認識モジュール１４０の下方に回路基板１５０、たとえばフレキシブル
回路基板（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｐｒｉｎｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ、ＦＰＣ）がさらに設置
され、前記指紋認識モジュール１４０はボンディングパッドによって前記回路基板１５０
に溶接され、且つ前記回路基板１５０によってほかの周辺回路又は前記電子機器１００の
ほかの素子との電気的接続及び信号伝送を実現する。たとえば、前記指紋認識モジュール
１４０は前記回路基板１５０によって前記電子機器１００の処理ユニットの制御信号を受
信し、さらに前記回路基板１５０によって前記指紋検出信号を前記電子機器１００の処理
ユニット又は制御ユニット等に出力する。
【００４６】
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　いくつかの実施形態に係る指紋認識装置では、指紋認識モジュールが１つの光学指紋セ
ンサのみを備えるため、指紋認識モジュールの面積が小さく且つ位置が固定し、指紋認識
を必要とする時、ディスプレイの指紋認識モジュールの配置位置、たとえば指紋収集領域
に、ユーザーが指を置いて指紋認識を行うのをガイドするための特定のガイドアイコンが
表示される。ユーザーの指の押圧位置の要件がより厳しく、且つユーザーが指を置くこと
をガイドするように、指紋収集領域に特定のアイコンを表示する必要があり、従ってユー
ザーエクスペリエンスが悪い。
【００４７】
　これに鑑みて、本願の実施例は、たとえば図１及び図２に示される複数のセンサを接合
する技術によってアンダーディスプレイ指紋認識を行うことを提案し、それによりユーザ
ーエクスペリエンスを向上させ、以下、図３～図１５を参照して本願の実施例に係る指紋
認識装置を詳細に説明する。
【００４８】
　図３は本願の一実施例に係る指紋認識装置３００の模式図である。
図３に示すように、指紋認識装置３００はディスプレイを備えた電子機器に応用され、光
学指紋センサモジュール３１０を備える。その指紋収集領域の少なくとも一部が該ディス
プレイの表示領域内に位置するように該光学指紋センサモジュール３１０はディスプレイ
の下方に設置され、該光学指紋センサモジュール３１０は複数のセンサダイを備え、該複
数のセンサダイの検出領域はそれぞれ該指紋収集領域中の複数のサブ領域に対応し、各セ
ンサダイは対応するサブ領域の上方からの光信号を検出する。
【００４９】
　なお、本願の実施例では、センサダイの検出領域はセンサダイの物理的に占有する領域
以上である。たとえば、光学イメージング原理に基づき、各センサダイはその物理面積よ
り大きい範囲内からの反射光を受光でき、この時、該センサダイの検出領域はその物理的
に占有する領域より大きく、該検出領域は指紋収集領域中の１つのサブ領域に対応し、被
験指によって該サブ領域で反射される光信号は対応する該センサダイに収集される。
好ましくは、該指紋認識装置は、ディスプレイと該光学指紋センサモジュールとの間に接
続され、該光学指紋センサモジュールをディスプレイ内の該指紋収集領域の下方に固定す
る固定ユニットをさらに備える。
【００５０】
　たとえば図４に示すように、固定ユニットは光学指紋センサモジュールとディスプレイ
との間に接続され、該光学指紋センサモジュールをディスプレイ内の指紋収集領域の下方
に固定する。該光学指紋センサモジュールの複数のセンサダイはそれぞれ該ディスプレイ
内の指紋収集領域中の複数のサブ領域に対応し、指によって各サブ領域で反射される光信
号は直接対応するセンサダイに伝送される。複数のセンサダイがそれぞれ複数のサブ領域
の上方からの光信号を収集すると、該指紋認識装置は該複数のサブ領域の上方からのこれ
ら光信号に基づき指紋収集領域の上方の指に指紋認識を行うことができる。
【００５１】
　好ましくは、該指紋認識装置は固定ユニットをさらに備え、ディスプレイの下方にミド
ルフレームが接続され、該ミドルフレームの該ディスプレイ内の該指紋収集領域に対応す
る箇所に光漏れウィンドウが設置され、該固定ユニットは該ミドルフレームと該光学指紋
センサモジュールとの間に接続され、該光学指紋センサモジュールを該ミドルフレームの
該光漏れウィンドウの下方に固定する。
【００５２】
　たとえば図５に示すように、ディスプレイの下方に機器ミドルフレーム（ミドルフレー
ムと略称する）が設置され、該ミドルフレームの指紋収集領域に対応する位置に光漏れウ
ィンドウが設置される。該固定ユニットは光学指紋センサモジュールとミドルフレームと
の間に接続され、該光学指紋センサモジュールをミドルフレームの光漏れウィンドウの下
方に固定する。該光学指紋センサモジュールの複数のセンサダイはそれぞれ該ディスプレ
イ内の指紋収集領域中の複数のサブ領域に対応し、指によって各サブ領域で反射される光
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信号は該光漏れウィンドウを介して対応するセンサダイに伝送される。複数のセンサダイ
がそれぞれ複数のサブ領域の上方からの光信号を収集すると、該指紋認識装置は該複数の
サブ領域の上方からのこれら光信号に基づき指紋収集領域の上方の指に指紋認識を行うこ
とができる。
【００５３】
　なお、本願の実施例では、該光学指紋センサモジュールに備えられるセンサダイの数も
、該複数のセンサダイのサイズと分布位置も限定しない。隣接するセンサダイの接合時、
所定範囲内の接合隙間が許容される。該複数のセンサダイのサイズ、分布及び数等はいず
れもクライアントのニーズに応じてカスタマイズできる。
【００５４】
　センサダイのサイズはそれに備えられる光検出アレイ（又は光強度検出ダイと呼称され
る）のサイズに応じて決定でき、該光検出アレイは複数の検出ユニット（又は感光画素と
呼称される）を備える。光学指紋センサモジュールの異なるセンサダイの光検出アレイの
サイズ、又は感光ユニットの数は同じであってもよく異なってもよい。
好ましくは、これら複数のセンサダイに対応する複数のサブ領域はディスプレイの両側に
分布し、又は該複数のサブ領域は該ディスプレイの同一側に分布し、又は該複数のサブ領
域は該ディスプレイの中間領域に分布する。
【００５５】
　図６及び図７はセンサダイの分布の２種の例を示す。図６に示すように、ディスプレイ
の指紋収集領域は４個のサブ領域を備える。ユーザーの左手の指の指紋検出を容易にする
ように、２個のサブ領域はディスプレイの左側に位置し、これらの２個のサブ領域の下方
に２個のセンサダイが設置され、これら２個のセンサダイのサイズは同じであってもよく
異なってもよく、ユーザーの右手の指の指紋検出を容易にするように、ほかの２個のサブ
領域はディスプレイの右側に位置し、これら２個のサブ領域の下方に２個のセンサダイが
設置され、これら２個のセンサダイのサイズは同じであってもよく異なってもよい。ユー
ザーが機器にアクセスする時、左側の２個のサブ領域内に左手の指を置いて指紋認識を行
ってもよく、右側の２個のサブ領域内に右手の指を置いて指紋認識を行ってもよく、指紋
認識のセキュリティを向上させるように両側のサブ領域にそれぞれ左手の指と右手の指を
同時に置いてもよい。
【００５６】
　さらに、図７に示すように、ディスプレイの指紋収集領域は６個のサブ領域を備える。
これら６個のサブ領域は該ディスプレイの中間位置に位置し、大面積の指紋収集領域を形
成する。指は該大面積の指紋収集領域内を移動自在であり、指は該指紋収集領域内のいず
れの位置に位置しても、その指紋情報が収集される。これら６個のサブ領域の下方に６個
のセンサダイが対応して設置され、これらの６個のセンサダイのサイズは同じであっても
よく異なってもよい。
【００５７】
　図６及び図７に示されるサブ領域の面積は同じであるが、本願ではそれに限定されず、
これら複数のサブ領域の面積は異なってもよく、さらに異なる形状を有してもよい。
ディスプレイ下に１つのセンサダイのみがあり、ユーザーが指を該センサダイに対応する
特定領域に置いて指紋認識を行う場合に比べて、ディスプレイ下に複数のセンサダイが分
布することにより、ユーザーの指の移動範囲を拡張し、指紋認識時のユーザーエクスペリ
エンスを向上させることができる。且つ、複数のセンサダイが一体に接合される場合、指
のより大面積の指紋情報を収集でき、指紋パスワードの長さを増加させることに相当し、
指紋認識のセキュリティを向上させる。
【００５８】
　また、ディスプレイ下に複数のセンサダイが分布することにより、指紋収集領域の面積
を拡張でき、より多くの指の指紋情報を同時に収集できる。ユーザーは複数の指を同時に
置いて指紋認識を行うことができ、指紋認識のセキュリティを向上させる。たとえば、図
８（ａ）に示すように、端末装置又は特定のアプリケーションのアクセスには２つの指の
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指紋を同時に認識する必要があるとすると、ユーザーが図８（ａ）に示される大面積の指
紋収集領域内に２つの被験指を置き、それにより該指紋収集領域の下方のセンサダイによ
ってこれら２つの指の指紋情報を収集し、より多くの指紋情報を取得する。たとえば図８
（ｂ）に示すように、端末装置又は特定のアプリケーションのアクセスには３つの指の指
紋を同時に認識する必要があるとすると、ユーザーが図８（ｂ）に示される大面積の指紋
収集領域内に３つの被験指を置き、該指紋収集領域の下方のセンサダイによってこれら３
つの指の指紋情報を収集し、より多くの指紋情報を取得する。
【００５９】
　ユーザーがより多くの有効指紋特徴を提供できることによって、ＦＲＲとＦＡＲを低減
させ、指紋ロック解除の正確率を向上させ、更にユーザーエクスペリエンスを向上させる
。
【００６０】
　なお、図６～図８に示される場合を除き、該複数のサブ領域はディスプレイの離散的又
は連続的な任意の位置に分布してもよく、さらに異なる電子機器の使用ニーズを満たすよ
うにクライアントのニーズに応じてカスタマイズしてもよい。
【００６１】
　本願の実施例では、被験指が指紋収集領域の複数のサブ領域のうち一部のサブ領域の上
方に位置する時、該一部のサブ領域に対応するセンサダイは動作状態にある。つまり、該
指紋認識装置はユーザーの指の押圧位置に応じて、指紋画像収集を行うセンサダイを決定
し、指紋画像収集を行うこれらのセンサダイが動作状態に入って光信号の収集を行い、ほ
かのセンサダイがスリープ状態にあり、それにより消費電力を効果的に低減させる。
【００６２】
　たとえば、図６では、ディスプレイの左側の２つのサブ領域に指の押圧が検出されると
、左側の２つのサブ領域に対応するセンサダイは動作状態に入り、該指によって反射され
る光信号を収集して指紋認識を行い、右側の２つのサブ領域に対応するセンサダイはスリ
ープ状態にあり、それにより消費電力を節約する。ディスプレイの右側の２つのサブ領域
に指の押圧が検出されると、右側の２つのサブ領域に対応するセンサダイは動作状態に入
り、該指によって反射される光信号を収集して指紋認識を行い、左側の２つのサブ領域に
対応するセンサダイはスリープ状態にあり、それにより消費電力を節約する。
【００６３】
　当然、指紋認識過程を簡略化するために、ユーザーの指が指紋収集領域の一部のサブ領
域を押圧すると検出すると、該複数のセンサダイを動作状態に同時に制御してもよい。本
願の実施例ではそれを限定しない。
【００６４】
　好ましくは、該指紋認識装置は複数の光路変調器（又は、光路調節ユニット等と呼称さ
れる）をさらに備え、該複数の光路変調器はそれぞれ該複数のセンサダイに対応し、各光
路変調器は光信号を対応するセンサダイの光検出アレイ（又は、光強度検出ダイ、検出ダ
イ等と呼称される）にガイドする。
【００６５】
　又は、好ましくは、該指紋認識装置は少なくとも１つの共通光路変調器をさらに備え、
各共通光路変調器は少なくとも１つのセンサダイに対応し、且つ光信号をそれぞれ対応す
るセンサダイの光検出アレイにガイドする。
【００６６】
　たとえば、図７に示される６個のサブ領域に対応する６個のセンサダイの上方に１つの
共通光路変調器が設置され、該共通光路変調器は光信号をそれぞれこれら６個のセンサダ
イの光検出アレイにガイドする。
【００６７】
　さらに、たとえば、図７に示される６個のサブ領域に対応する６個のセンサダイの上方
にそれぞれ６個の光路変調器が設置され、各光路変調器は光信号をそれぞれ対応するセン
サダイの光検出アレイにガイドする。
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【００６８】
　さらに、たとえば、図６に示される４個のサブ領域に対応する４個のセンサダイのうち
、左側のサブ領域に対応するセンサダイの上方に１つの光路変調器が設置され、右側のサ
ブ領域に対応するセンサダイの上方にもう１つの光路変調器が設置される。
該光路変調器はさらに迷光を除去して有効光信号を取得するなどに用いられる。
【００６９】
　該光路変調器はたとえば、光路コリメータ、集束レンズ、マイクロレンズアレイ、光フ
ァイバーアレイ（コア有り又はコア無し）等を備える。光学指紋センサモジュールの複数
のセンサダイは異なるタイプの光路変調器と組み合わせて使用してもよく、同一タイプの
光路変調器を使用してもよい。
【００７０】
　好ましくは、該光路変調器は対応するセンサダイと一体にパッケージされ、又は、該光
路変調器は該光学指紋センサモジュールとは独立した部材として該指紋認識装置の内部に
取り付けられる。
【００７１】
　たとえば図９に示すように、該光路変調器は、具体的には、半導体ウエハ又はシリコン
酸化物又は窒化物に作製される光路コリメータであり、複数のコリメーションユニットを
有し、該コリメーションユニットは該光路変調器の変調ユニットとする。具体的には、該
変調ユニットは高アスペクト比を有するスルーホールであり、従って該複数のコリメーシ
ョンユニットは該光路変調器のスルーホールアレイを構成する。指によって反射される反
射光のうち、該スルーホールに入射した光は透過してその下方の光検出ユニットに受光さ
れ、各々の光検出ユニットは基本的にその上方のスルーホールを介してガイドされる指紋
テクスチャの反射光を受光し、それにより該光検出アレイは指の指紋画像を検出できる。
【００７２】
　該光路変調器がたとえば図９に示される光路コリメータを使用する場合、好ましくは、
該光路変調器の各々の変調ユニットはそれぞれ光検出アレイのうちの１つの光検出ユニッ
ト（又は感光画素と呼称される）に対応し、或いは、該変調ユニットと該検出アレイの光
検出ユニットは非一対一対応の関係とすることで、モアレ縞干渉を低減させ、たとえば１
つの光検出ユニットは複数の変調ユニットに対応し、又は、該変調ユニットは不規則な配
列方式によって該検出アレイの光検出ユニットと特定の対応関係を有しないこと実現する
。該光路変調器の変調ユニットは不規則な配列方式を採用する場合、該光学指紋装置は後
期ソフトウェアアルゴリズムによって各々の検出ユニットの検出した反射光を校正する。
【００７３】
　さらに、たとえば図１０に示すように、該光路変調器は、具体的には、半導体ウエハ又
はシリコン酸化物又は窒化物に製作されるマイクロレンズアレイであり、複数のマイクロ
レンズを有し、該マイクロレンズは該光路変調器の変調ユニットとする。指によって反射
される反射光のうち、該変調ユニットに入射した光は透過してその下方の光検出ユニット
に受光され、各々の光検出ユニットは基本的にその上方のマイクロレンズを介してガイド
される指紋テクスチャの反射光を受光し、それにより該光検出アレイは指の指紋画像を検
出できる。
【００７４】
　さらに、たとえば図１１に示すように、該光路変調器は、具体的には、集束レンズであ
る。該集束レンズは指紋収集領域の上方の指によって反射される光信号を光検出アレイに
ガイドする。各センサダイの光検出アレイの上方に１つの集束レンズが設置され、該集束
レンズは光信号をその下方の対応する光検出アレイにガイドする。たとえば図１２に示す
ように、各光検出アレイはそれぞれ対応する集束レンズを使用する。従って、複数のセン
サダイは複数の光路変調器を使用する。又は、複数のセンサダイは同一光路変調器を共有
し、たとえば図１３に示すように、複数の光検出アレイは同一集束レンズを共有し、該集
束レンズは光信号をそれぞれ複数の光検出アレイにガイドする。
【００７５】
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　好ましくは、該光路変調器が光路コリメータ又はマイクロレンズアレイである場合、該
光学指紋センサモジュールは図４に示される固定方式によってディスプレイの一側に取り
付けられ、該光路変調器が集束レンズである場合、該光学指紋センサモジュールは図５に
示される固定方式によって装置ミドルフレームの一側に取り付けられる。
好ましくは、前記指紋認識装置は、それぞれ前記複数のセンサダイに対応する複数のフィ
ルタリングユニットをさらに備え、各フィルタリングユニットは対応するセンサダイに伝
送される光信号の波長を選択する。
【００７６】
　又は、好ましくは、前記指紋認識装置は少なくとも１つの共通フィルタリングユニット
をさらに備え、各共通フィルタリングユニットは少なくとも１つのセンサダイに対応し、
対応するセンサダイに伝送される光信号の波長を選択する。
指紋認識装置が１つの共通フィルタリングユニットのみを備える場合、該フィルタリング
ユニットは該光学指紋認識モジュールの上方に位置して、該光学指紋認識モジュールに伝
送される光信号の波長を選択する。
【００７７】
　該フィルタリングユニットによって選択される光信号の波長はたとえば、可視光波長（
３７０　ｎｍ－７８０　ｎｍ）又は近赤外光波長（８００　ｎｍ－１５００　ｎｍ）であ
る。該フィルタリングユニットに対応する波長以外の光信号は該フィルタリングユニット
を透過して光学指紋センサの光検出アレイに到達することができない。
【００７８】
　好ましくは、該フィルタリングユニットは対応するセンサダイと一体にパッケージされ
（たとえばコーティングの方式によってセンサダイと一体にパッケージされ）、又は、該
フィルタリングユニットは対応するセンサダイの上方の光路変調器と一体にパッケージさ
れ、又は、該フィルタリングユニットは対応するセンサダイ及び光路変調器と一体にパッ
ケージされ、又は、該フィルタリングユニットは該光学指紋センサモジュール及び光路変
調器とは独立した部材として該指紋認識装置の内部に取り付けられる。
【００７９】
　光源（たとえば、ディスプレイ等）の発する光が該ディスプレイの上方の被験指の表面
に反射され、該光路変調器が指の表面から反射された反射光を変調させ、反射光をフィル
タリングユニットにガイドし、該反射光がフィルタリングユニットによりフィルタリング
されて光学指紋センサモジュールに受光され、前記光学指紋センサモジュールが更に受光
した該反射光を検出して、指紋認識を実現する。なお、上記光学指紋装置は例示的な構造
であり、具体的な実施形態では、該フィルタリングユニットの位置が前記光路変調器の下
方に限定されず、たとえば、一代替実施例では、該フィルタリングユニットは前記光路変
調器と前記ディスプレイとの間に設置され、すなわち前記光路変調器の上方に位置し、又
は、前記指紋認識装置は、それぞれ前記光路変調器の上方と下方に設置される２層のフィ
ルタリングユニットを備える。ほかの代替実施例では、該フィルタリングユニットは前記
光路変調器の内部に集積され、さらに省略されてもよく、本願ではそれを限定しない。
【００８０】
　好ましくは、該指紋認識装置は複数の制御ユニットをさらに備え、該複数の制御ユニッ
トはそれぞれ該複数のセンサダイに対応し、各該制御ユニットは、光信号検出を行うよう
に、対応するセンサダイの光検出アレイを制御する。
【００８１】
　該制御ユニットはさらに、該指紋認識装置を用いた装置の主制御ユニットからのコマン
ド及び伝送データに応答できる。
【００８２】
　たとえば図１４に示すように、各センサダイの光検出アレイは１つの制御ユニットによ
って制御され、該制御ユニットは命令によって対応する該光検出アレイを制御して対応す
る操作を実行させ、たとえば該光検出アレイに駆動信号を入力し且つ光検出アレイの出力
する検出信号を受信し、且つ受信した検出信号に基づき指紋情報を決定する。
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【００８３】
　又は、好ましくは、該指紋認識装置は共通制御ユニットを備え、該共通制御ユニットは
、光信号検出を行うように、該複数のセンサダイの光検出アレイを制御する。
【００８４】
　該共通制御ユニットはさらに、該指紋認識装置を用いた装置の主制御ユニットからのコ
マンド及び伝送データに応答できる。
【００８５】
　たとえば図１５に示すように、該複数のセンサダイの光検出アレイはいずれも同一の制
御ユニットによって制御され、該制御ユニットは命令によって複数の光検出アレイを制御
して対応する操作を実行させ、たとえば一部又はすべての光検出アレイに駆動信号を入力
し且つ光検出アレイの出力する検出信号を受光し、且つ受信した検出信号に基づき指紋情
報を決定する。
【００８６】
　又は、好ましくは、一部の光検出アレイは１つの制御ユニットを共有し、たとえば図６
中、左側のサブ領域の下方の対応するセンサダイは１つの制御ユニットによって制御され
、右側のサブ領域の下方の対応するセンサダイはもう１つの制御ユニットによって制御さ
れる。
【００８７】
　又は、好ましくは、該指紋認識装置は制御ユニットを備え、該指紋認識装置を用いた装
置（たとえば端末装置等）の主制御ユニットは、光信号検出を行うように該複数のセンサ
ダイの光検出アレイを制御する。
【００８８】
　該複数のセンサダイの光検出アレイは一体にパッケージされてもよく、単独にパッケー
ジして一体に接続されてもよく、ここでは限定しない。
【００８９】
　また、該指紋認識装置は、迷光が光学指紋センサモジュールに入ることを回避する遮光
装置をさらに備える。
【００９０】
　なお、本願の実施例に係る指紋認識装置は複数のセンサダイに基づき指紋認識を行い、
検出した指紋情報が正当ユーザーの指紋情報であるか否かを決定する。また、好ましくは
、該複数のセンサダイはさらに該指の生体特徴を検出して、該指が生体の指であるか偽装
指紋であるかを判断し、又は該指のタッチ力を検出する。たとえば、該指によって反射さ
れる光信号に基づき、血糖値又は血中酸素飽和度等の情報を測定し、それにより該指が生
体の指であるか偽装指紋であるかを判断する。さらに、たとえば、検出した指紋パターン
の変形、指とスクリーン表面との接触面積の変化、指紋の隆起が広くなること又は血流の
動的変化等に基づき、指の押圧のタッチ力を決定する。
【００９１】
　なお、図１～図１５中の同一パターンで充填される部分は同一機能を有することを表す
。
【００９２】
　さらに、なお、本願の実施例では、指紋認識装置３００の各部材間の接続方式を限定し
ない。
【００９３】
　本願の実施例は、該電子機器はディスプレイ、及び上記本願の各種の実施例に係る指紋
認識装置を備える電子機器をさらに提供する。
【００９４】
　該電子機器はディスプレイを備えた任意の電子機器であり、本願の実施例に係る技術案
によってアンダーディスプレイ指紋認識を実現する。
【００９５】
　ディスプレイは上記ディスプレイ、たとえばＬＣＤディスプレイ又はＯＬＥＤディスプ
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レイである。
【００９６】
　前記ディスプレイが有機発光ダイオードディスプレイである場合、前記ディスプレイの
発光層は複数の有機発光ダイオード光源を備え、前記指紋認識装置は少なくとも一部の有
機発光ダイオード光源を指紋認識の励起光源とする。
【００９７】
　なお、本願の実施例の具体例は当業者が本願の実施例をよりよく理解するためのものに
過ぎず、本願の実施例の範囲を限定するものではない。
【００９８】
　なお、本願の実施例及び添付する特許請求の範囲に使用される用語は単に特定の実施例
を説明することを目的とし、本願の実施例を限定するものではない。たとえば、本願の実
施例及び添付する特許請求の範囲に使用される単数形の「１種」、「上記」及び「該」は
、特に断らない限り、複数形をさらに含む。
【００９９】
　当業者であれば、本明細書に開示されている実施例を参照して説明される各例のユニッ
トは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア又はそれらの組合せによって実現で
きると理解でき、ハードウェアとソフトウェアの互換性を明確に説明するために、上記説
明では機能に応じて各例の構成及びステップを一般的に説明する。これらの機能がハード
ウェアで実行されるかソフトウェアで実行されるかは、技術案の特定の用途及び設計の制
約条件に応じて決められる。当業者は各特定の用応用に対応した方法を用いて上記機能を
実現でき、このような実現は本願の範囲に属する。
【０１００】
　本願の提供するいくつかの実施例では、開示するシステム、装置はほかの方式によって
実現することができると理解すべきである。たとえば、上記装置の実施例は例示的であり
、たとえば、前記ユニットの分割は、単にロジック機能の分割の１種であり、実際に実現
する時、別の分割方式を採用してもよく、たとえば複数のユニット又は要素を別のシステ
ムに結合又は集積してもよく、或いはいくつかの特徴を無視したり実行しなかったりする
。また、表示する又は検討する結合又は直接結合又は通信接続はいくつかのインタフェー
ス、装置又はユニットを介した間接結合又は通信接続であってもよく、電気的形態、機械
的形態又はほかの形態の接続であってもよい。
【０１０１】
　前記分離部材として説明されるユニットは物理的に分離したものであってもよく物理的
に分離してないものであってもよく、ユニットとして表示される部材は物理ユニットであ
ってもよく物理ユニットでなくてもよく、すなわち１つの場所に位置してもよく、複数の
ネットワークユニットに分散してもよい。実際の必要に応じて一部又は全部のユニットを
選択して本願の実施例の技術案の目的を実現できる。
【０１０２】
　また、本願の各実施例の各機能ユニットは１つの処理ユニットに集積されてもよく、単
独に物理的に存在してもよく、２つ以上のユニットが１つのユニットに集積されてもよい
。上記集積したユニットはハードウェアの形態で実現されてもよく、ソフトウェア機能ユ
ニットの形態で実現されてもよい。
【０１０３】
　前記集積されたユニットは、ソフトウェア機能ユニットの形態で実現され独立した製品
として販売又は使用される場合、コンピュータ可読記憶媒体に格納されてもよい。このよ
うな理解に基づき、本願の技術案の本質的な部分又は従来技術に貢献する部分、言い換え
れば、該技術案の全部又は一部は、ソフトウェア製品の形態で具体化でき、該コンピュー
タソフトウェア製品は記憶媒体に格納され、コンピュータ装置（パーソナルコンピュータ
、サーバ、又はネットワーク装置等）に本願の各実施例の前記方法のすべて又は一部のス
テップを実行させるための複数の命令を含む。上記記憶媒体はＵディスク、モバイルディ
スク、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ、Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ランダムア
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クセスメモリ（ＲＡＭ、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気ディスク又
は光ディスクなどのプロクラムコードを記憶できる様々な媒体を含む。
【０１０４】
　以上、本願の具体的な実施形態を説明したが、本願の保護範囲を限定するものではない
。当業者は本願に開示されている技術的範囲を逸脱せずに、各種の等価変更や置換を容易
に想到し得、これらの変更や置換はすべて本願の保護範囲に属する。従って、本願の保護
範囲は特許請求の範囲の保護範囲に準じる。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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